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  議会運営委員会会議記録（概要） 

令和６年１１月２１日（木） 

 開 会（午後１時３０分） 

松本議長 本日は、議会運営に関する事項等についてご協議願います。 

  【議 事】  

  １ 議会運営に関する事項について 

  ⑴議会運営に関する申し合わせ事項について 

大石委員長  議会運営に関する事項についてですが、これまでも議会運営に関する申し

合わせ事項や通年会規制に関わる申し合わせ事項について、６月から丁寧に

協議を進めてきましたが、その協議の中で、皆様からいただいた意見を考慮

して修正した「議会運営に関する申し合わせ事項（正副委員長案）」と「通

年会期制に係る申し合わせ事項（正副委員長案）」を配信しております。 

 本日は、これに基づいて項目ごとに最終的な確認をしていきたいと思いま

す。 

 また、議会運営委員会が本日と２５日に開催されますが、必ずここで確認

しなければいけないことがあります。これは来年の日程にも係ることになる

のですが、それは、①質疑順位の入れ替えについて、②臨時会議の日程（５

月１５日開催）、③会議の呼称の確認、④決算特別委員会の開催について（中

１日の確認）、理事者の出席について（市長の提案理由の説明までは全員出

席）を２５日までには決めさせていただきたいと思います。 
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 それでは始めさせていただきますが、まず初めに、「議会運営に関する申

し合わせ事項（正副委員長案）」をご覧ください。1 項目ずつ確認してまい

ります。 

 １会議、（１）会議時間、①本会議の開議時刻は午前９時からとする。た

だし、議案質疑日等、必要に応じて議会運営委員会の協議により午前１０時

からとすることができる。というふうにさせていただいております。まず会

議時間については、この提案でよろしいでしょうか。（委員了承） 

 次に、（２）議案の提出、①議員提出議案（案）は、原則として、議会運

営委員会の協議の場に提出することとし、提出締切は「一般質問調査日、議

事整理日」初日の正午とする。 ②議員提出議案（案）は、締切後、原則と

して翌日の午後５時までに議員に配布する、③提出者の名前が記載されてい

ない議員提出議案（案）は受け付けない、ということでした。 

③の提出者の名前とは、会派名や議員名ということで、確認させていただ

いておりますが、これにつきましてご意見等はなかったと思いますがよろし

いでしょうか。（委員了承） 

 （３）議事日程、①議事日程は十分な審議ができるよう配慮する、で変更

ありません。 

（４）議案等の説明、質疑および委員会付託、①議長は質疑通告者が複数

の場合、質疑順位について議会運営委員会に諮り、その順位を抽選により決

定する。②当初予算の説明は新規事項を重点的に行い、議案名は議案番号程

度の呼び方とする。質疑質問については重複しないように努める。③所属委
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員会所管の議案については、当該議員は質疑ができない。そのあとの「議会

運営委員会で議案質疑順位決定後の質疑は、挙手により行う。」のところで

すが、これはなくしてもいいかなと思い、今回提案をさせていただいており

ますので、何かご意見ありましたらお願いします。 

谷口委員  今、委員長が言ったように、なくてもいいと思う。 

大石委員長  これまでどおり、議長がいつも議案質疑のときは、あらかじめ議会運営委

員会で質疑の順番は抽選で決定しております、と示しているのでなくてもい

いかなと思ったのですが、このままでよろしいですか。（委員了承） 

 また、次の文ですが、また決算特別委員会で審査するため、決算議案は慣

例により本会議で質疑を行わない、となっておりますが、これは慣例ではな

く先例ですので、先例でお願いしたいと思いますがよろしいでしょうか。 

（委員了承） 

 ④議案の委員会付託を省略する場合、本会議のみで審議するため、議案す

べてに質疑ができる。⑤議案等に対する質疑、答弁は自席で行う。これにつ

いては変わりません。 

 （５）委員長の報告、ですが、①委員長報告における個人委員名は、条件

整備がなされるまで公表しない。ただし、意見については個人委員名を公表

する（Ｈ１７年２月２４日）ですが、ここでいう条件整備とは、委員会の会

議録の公開のことであり、当時は公開がされてなく、それまでは委員会の委

員長報告に何々委員さんがこういう質疑しましたとか個人名は言わなかった

んですが、今は会議録を公開しているため、この文言はいらなくなっている
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ため、削除してよろしいですか。（委員了承） 

 次の（６）委員長報告等に対する質疑、①修正案についての理事者側への

質疑は確認程度とする。②委員長報告に対して、当該委員会の所属委員が質

疑をすることは、原則としてできない。こちらは変更はありません。 

（７）発言の通告等につきましても今までご提案していたとおりでありま

す。読み上げますと①議案質疑は通告書により「議案調査日最終日の正午」

までに議長に提出すること。②議案に対する討論については、あらかじめ議

会運営委員会で順位を決定するため、議長に口頭で通告する。議会運営委員

会委員を選出していない議員については、議会運営委員会の開催前の１０分

前までに議会事務局長に口頭で申し出ること。なお、追加議案等の質疑通告

については、質疑順位決定のための議会運営委員会の開会２０分前までとす

る。③討論は、会派を代表して行うべきである。ただし、議会運営委員会に

おいて了承が得られた場合は、この限りでない。④議会における法律等の略

称名の取扱いについては、一般的に使用されている略称は可とし、主義主張

が入っている呼称については、その都度、主語をつけて使用する。というこ

とで、②につきましては、議会運営委員会委員は、着議案質疑および一般質

問通告を報告する委員のいない会派については、議会運営委員委員長が報告

する、と共産党からこの②の一般質問ところは残したほうがいいとのご提案

をされておりますので、これは（８）一般質問の②に入れました。（７）の

この①②の変更点につきまして、これでよろしいかご意見ありましたらお願

いします。 
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長岡委員  以前に、（７）発言の通告等の②の議案に対する討論について、というと

ころだが、議長に口頭で通告するというのは議長が不在で見つからない場合

があるので、デスクネッツで報告した方がいいと提案したが、それを入れて

いただきたい。せっかく申し合わせ事項にまとめているので、こちらに記載

した方が後々探すのも手間じゃないのかなと思う。商品名じゃなくてもいい

ので、電子メール及び電子回覧板というような、商品名が駄目であれば、何

か名称を入れたほうがいいと思うが。 

中委員  議長もしくは事務局長のところに必ず伝えるということの内容のほうがい

いと思う。 

大石委員長  では、②議会運営委員会委員を選出していない議員については、議会運営

委員会の開催前の１０分前までに議会事務局長に口頭で申し出ること、こち

らの一文の「口頭で」を削除するということでよろしいでしょうか。 

（委員了承） 

 次に、（８）一般質問です。①各定例会議において、市の一般事務につい

て一般質問を行うことができる。②に共産党の意見を入れて、一般質問のエ

ントリーについては、定例会議開会の一週間前の議会運営委員会で報告する

こと。なお、その議会運営委員会で報告できない者は、開催の前日（前日が

土日祝日に当たる場合は、前営業日）の午後５時までに、事務局長に報告す

ること、としました。現在、議会運営委員会で報告できない者は、議会運営

委員会に委員を排出していない会派となるので、現在は、立憲リベラルの会

がこれにあたります。③一般質問通告書の提出期限は、原則として「議案調
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査日初日の正午」までとする。なお、定められた期限までに通告書が提出さ

れないときは、一般質問を辞退したものとみなす。④ 一般質問通告書には、

項目及び具体的な要旨を記載し、かつ答弁者を指定する。 

中井委員  開催の前日（前日が土日祝日に当たる場合は、前営業日）の午後５時まで

というのは、何かあるのか。 

大島議会事務

局主幹 

 こちらは昨年の議会運営委員会で確認しております。 

大石委員長  今の説明でよろしいでしょうか。（委員了承） 

 ③は一般質問通告書の提出期限は、原則として、議案調査日初日の正午ま

でとするということで、「初日の」が入ります。④一般質問通告書には、項

目及び具体的な要旨を記載し、かつ答弁者を指定する。は特に変わらずで、

⑤一般質問における「その他」は１項目、内容は１件とし、一般質問を行う

前日（前日が土日祝日に当たる場合は、前営業日）の午後５時までに議長及

び市の担当者に通告する。ここまではよろしいでしょうか（委員了承） 

 ⑥質問時間は同一議員につき、答弁を含め、６０分以内とする。これは変

更ありません。⑦ですが、新しい提案で、質問方式は現在、一括方式、初回

一括方式１問１答方式というふうに通告書に記載されておりますが、一括方

式は十数年間、誰もやっておりません。このような現状を踏まえて、一括方

式というのはもう記載からなくしてもいいのではないかと思いますが、その

ように決めさせていただいてもよろしいでしょうか。（委員了承） 

 ⑧初回一括の場合、質問者の第１回目の質問、市長の第１回目の答弁の発
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言は登壇して行い、第２回目以降の発言は、質問者は質問席で、答弁者は自

席で行うものとする。なお、一問一答の方式により質問する場合は、質問者

は質問席において、答弁者は自席において発言するものとする。これは現在

決まっているものです。 

 ⑨一般質問は、継続審査になった議案及び請願・陳情の中身にわたる部分、

議決に影響する部分についてふれないよう十分留意する。また、議案質疑等

で行われた内容と重複しないように十分留意する。 

 今、一般質問を採決した後に行っておりますので、「継続審査になった」

というのを追加させていただきたいのと、議案質疑等で行われた内容と重複

しないよう十分留意するということをこれまでどおりなんですが、改めてこ

こで記載させていただきましたが、よろしいでしょうか（委員了承） 

矢作委員  すみません、①のところで、市の一般事務についてというところについて

は、ちょっとうちの会派としては賛成できない。理由は、議長も市政に対す

る一般質問というふうに言っていますが、市の一般事務ってなると狭まる感

じがするので、なくても通用するのではないかということでお願いしたい。 

大島議会事務

局主幹 

 こちらの表記につきましては、会議規則第６１条に一般質問の規定がござ

います。そちらで議員は市の一般事務について、議長の許可を得て質問する

ことができる。そちらからの引用です。 

大石委員長  もう決まっていることを、改めてわかりやすく書きましたということです

ので、よろしいでしょうか。（委員了承） 

 ⑩市長報告についての質問は、一般質問で行う、については変わりません。 
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⑪常任委員会の特定事件及び特別委員会に付議された特定の事件のあり方

については、議員の良識に任せることとする。ただし、正副委員長連絡協議

会における各委員会の報告内容に配慮するものとする、ですが、これは新し

い提案なので、今日なかなか決まらないと思いますがご提案をさせていただ

きます。常任委員会の特定事件および特別委員会に付議された特定事件と一

般質問とのあり方については、議員の良識に任せることとする。ただし、正

副委員長連絡協議会における各委員会の報告内容に配慮するものとするとい

うことで、新人議員の皆さんも正副委員長連絡協議会は何のためにやってい

るのかということを改めて考え直していただきたいと思いますが、そこで特

定事件の報告もしており、これに配慮しながら議員の活動をしていきましょ

うということで、正副委員長連絡協議会を開催するようになりました。です

ので、改めてこの文言として書かせていただいたところでございます。なく

した方がいいのではないかというご意見もありましたが、いかがでしょうか。 

谷口委員  これについて、できるだけ緩和しようじゃないかという方向のいろいろ意

見が出たので、我々はなくてもいいんじゃないかと思うがいかがか。 

川辺委員  うちの会議の中でもいろんな意見があって、その中で提案させてもらった

内容ですけど、ちょっと２５日まで持ち帰らせてもらいたい。 

長岡委員  今回、自分も関係があったと思うので、やはりすごくやりづらいので、削

除してもらいたい。 

中井委員  私達の会派でもこの一文があることによって、やはり制限がかかることも

ありうるということで、ないほうがいいと考える。 
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大石委員長  公明党から持ち帰りたいということなので、何か文言を変えるか、もしく

はどうするかを含めて議論していきます。これはすぐ決めるという話ではな

いので、お願いしたいと思います。 

（９）緊急質問、①緊急質問の質問時間等は、一般質問に準じる内容と

する。（１０）投票による表決、①採決の方法について、無記名投票の要求

と記名投票の要求がある場合、いずれの方法にするか、まず無記名投票によ

り無記名投票とすることの賛成、反対を諮る。この投票の結果、無記名投票

とすることに賛成者が少数の場合には、記名投票により行う、については、

変更ありません。 

 次に、２委員会、（１）議会運営委員会にところに、意見書の提出等を求

める請願・陳情が全会一致とならない場合は、議会運営委員会において不採

択とする。なお、本会議においても同様とする、というのを移動することで

よろしいでしょうか。 

中井委員  まだちょっと理解しかねるところがあって申し訳ないが、この議会運営委

員会の中にくくられていて、①では、本会議の運営に著しく支障をきたす恐

れのある場合は議長の裁定に委ねる、となっている。けれども、赤マルで書

いてあるのは、なお本会議においても同様とする、とあり、これは議長の裁

定に委ねるのではなくて、本会議においては、全会一致とならない場合は不

採択となるという、議長の裁定はここには関わらないのか、どちらなんだろ

うというようなちょっとわからない部分があるのだが。 

大石委員長  これは平成１３年８月３０日に本会議で確認したことを書いているつもり
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なんですが、事務局のほうで説明ありますか。 

大島議会事務

局主幹 

 委員長のおっしゃるとおり、平成１３年８月３０日の議会運営委員会で

確認されたこととなります。前段の①につきましては、意見書の提出を求

めるものとは別で、議会運営委員会の運営について機関意思の決定は全会

一致とする。その他の運営については全会一致になるよう最大限努力す

る。ただし、本会議の運営に著しく支障をきたす恐れのある場合は、議長

の裁定に委ねる、ということで、下段の意見書の提出を求める請願・陳情

の全会一致とは、別なものと解釈しております。 

中井委員  会派に持ち帰らせていただきたい。 

大石委員長  次ですが、（２）常任委員会等、①委員会における請願・陳情に対する

趣旨採択については、従来どおり全会一致に限るものとする。②意見書等

の提出を求める請願・陳情が趣旨採択となった場合は、従来どおり意見書

等は提出しない。④委員会における意見は、会派を代表して行うものとす

る。これらは変わりません。⑤委員会から議案を提出する場合は、全会一

致とする、については「から」が入り、⑥付帯決議については、委員長が

全会一致となるように努力する。この付帯決議については、現在もこのよ

うに運用していますので、よろしいでしょうか。（委員了承） 

 ３請願、（１）請願書の記載事項等、①請願書は定例会議招集日の５日

前の午後５時までに議長に提出されたものを、その定例会議で審議する。

５日前が土日祝日に当たる場合は、翌営業日の正午までとする。なお、定

例会議中に提出されたものは、最終日に委員会付託とする。②紹介議員の



- 11 - 

追加は請願・陳情の受付締切日時を遵守する。③請願・陳情の署名簿をコ

ピーしたりメモすることはできない。閲覧は本人の良識にもとづき、従来

どおりできるものとする。④議長及び所管委員会の委員長は、請願・陳情

の紹介議員にはならない。なお、当該委員会の委員も極力、紹介議員にな

らない。なお、最後の当該委員会の委員も極力紹介議員にならないという

ところは、共産党から記載しなくてもいいのではないかというご意見もい

ただいておりますが、今このような形で運営をしておりますので記載した

方がわかりやすいのではないかということでご提案をさせていただきま

した。（委員了承） 

 （２）陳情書の処理、①陳情書のうち、紹介議員があるものは、請願書

に準じて扱うものとし、紹介議員のないものは、参考資料として請願書の

つづりに添付するが、審議の対象にはしない、は変わりません。 

 ４規律、（１）携帯品、①会議規則第１４８条にはカメラ及びテープレ

コーダー等を含む。５その他②ですが、ここにパーソナルコンピューター

を追加して、タブレット端末及びパーソナルコンピューターは、「会議中

における情報通信機器の使用基準」に基づく使用に限る、となりますが、

前回のＩＣＴ作業部会の中で確認がされましたので提案させていただい

ております。よろしいでしょうか。（委員了承） 

 ５その他、こちらの変更箇所は、②議案書の配付は定例会議または臨時

会議の開会 7日前とし、日程協議のための議会運営委員会開催前までに議

会事務局を通して会派の控室に配付する、③日程表は会議前日に配布し、
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請願書は、定例会議開会日当日に配付する、となりますがよろしいでしょ

うか。 

（委員了承） 

 なお、付記は全て決まった日を記載することとなります。 

 次は、議会運営委員会における確認事項ですが、変更箇所は、５一般質

問、②原則、執行部とのヒアリングは一般質問調査日の３日目までに済ま

せる。但し、ヒアリング後の答弁調整や確認程度のやり取りは、この限り

ではない、ということですが、至誠自民クラブから提案があり後文の「た

だし、ヒアリング後の答弁調整や確認程度のやり取りは、この限りではな

い」を入れさせていただいております。いかがでしょうか。 

（委員了承） 

 次に、６文書による質問について、委員会（議会運営委員会、常任委員

会、特別委員会等）における全会一致により、議長を通じて文書による質

問を行うこととする、ですが、こちらは次の項目の「議会運営委員会にお

ける議会基本条例の運用に関する確認事項」に記載されておりましたが、

昨年度の条例改正によりこちらの条文は削除されておりますことから、

「議会運営委員会における確認事項」に移して一文を残しております。よ

ろしいでしょうか。（委員了承） 

 では、「議会運営に関する申し合わせ事項（正副委員長案）」につきま

しては、公明党と共産党が持ち帰りとなりました項目について、次回協議

することでお願いいたします。 
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 次に、「通年会期制に係る申し合わせ事項（正副委員長案）」です。 

冒頭の文言につきまして、本案は、令和７年５月１日からの通年会期制

の施行に向けて、円滑な議会運営が進むように規定するもので、内容につ

いては、議会運営委員会で協議を行った資料を基に、これまで行ってきた

通年会期制に向けた試行的運用方法、市民及び執行部からの意見やこれま

での先例や慣例などを勘案し作成したものである、ということで「市民及

び」を入れました。これまで、前期ですがパブリックコメントを取ったり、

前期から今期にかけて市民説明会を開いたり公聴会を開き、その中におき

ましてご意見をいただいたことを踏まえて今回作成するという意味で「市

民及び」というのを入れたいと思います。 

 後文については、なお、議会機能の強化を図るとともに行政効率化の影

響についても考慮しながら、通年会期制を目指すものとする、としました。 

長岡委員  働き方改革という意味で行政効率化というのはわかるが、議会機能の強

化というのはどのようなことか。 

大石委員長  通年化規制の導入の目的という部分で、いつでも議会が開けることや、

議会の効率化の中には会議等の日程を先に決めることで、日程調整をしや

すくしていくことが目的としてあります。ということからこのような文章

でよろしいでしょうか。（委員了承） 

 「１.導入目的」、会期は、市政の課題全般に主体的かつ機動的に対処

するため、地方自治法第１０２条の２第１項の規定による通年の会期とす

る。（議会基本条例第２条の２）、は変わりありません。 
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 次に、「２.会期の始期・終期」ですが、会期は５月１日から翌年の４

月３０日までとする。議会人事については５月１５日に臨時会議で行うこ

ととする。なお、５月１５日が、市の休日に当たるときは、その日後にお

いて、その日に最も近い市の休日でない日に行うこととする、という一文

を追加いたしました。例えば、５月１５日が日曜の場合は１６日の月曜日、

５月１５日が土曜日にあたった場合は１７日の月曜日に会議を開会する

ということでございます。 

長岡委員  前回の議会運営委員会で、改選期の年は 1週間ぐらい遅くしてほしいと

いうことで提案しまして、それで谷口委員も、その意見であればというこ

とだったと思うが。 

谷口委員  その時は理解を示した発言をしたかもしれないが、最終的に今回正副委

員長が再検討して出してきたこの５月１５日、これについては合わせてい

いと私は思っている。 

長岡委員  やはり視察も行きましたが、改選の年は忙しいので、やはり１週間か１０

日ぐらいは遅くしていただきたい。 

川辺委員  視察等で他市の事例を見ても、やはり５月中旬、１５日っていうのが多い。

それに５月１５日から遅らせると６月の定例会議に向けての準備が慌ただし

くなると考えられるので、１５日に４年間統一してやった方が良いと思う。 

斉藤委員  自分が当選したときもこの日程だったと思うが、それでやれたのでこの

ままでいいと思う。 

大石委員長  一つには、議長不在の時間をなるべく減らしたいっていうことがありま
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す。議会の代表を決めておかないと、いろいろな執行部からの話や、対外

的にいろんなことから議会に何か要望などがあったりすることも考慮し

てなるべく議長不在の期間を短くした方がいいという話で、他自治体も１

５日にやっているので、１５日で決めてやっていきましょうということで

すが、いかがですか。  

長岡委員  持ち帰りにしたい。 

谷口委員  今、委員長が話したとおり、やはり議長不在というのをできるだけ短く

するというところで長岡委員の会派にはご理解いただきたいと思う。 

大石委員長  では、これは次回にします。 

 「３.会期日程の整理」、定例会議（２月、６月、９月、１２月）の期

間を集中審議期間とする。追加議案等の取扱いについては、議案内容にも

よるが、執行部の事務執行に支障が生じないよう、可能な限り集中審議期

間中に審議する。これは、変更ありません。 

 「４.臨時会議 開催プロセス」ですが、まず修正がありまして、文章

中の「要請」を「請求」に変更するのと、①の「原則として」を削除する

ことに変更し、①議長は、市長から臨時会議を開くことを請求されたとき

は、当該請求のあった日から７日以内に開くものとする、②議長は、議員

の定数の４分の１以上の者から臨時会議を開くことを請求されたときは、

議会運営委員会の議決を経て、当該請求のあった日から原則として７日以

内に開くものとする、とさせていただきたいと思いますがこちらでよろし

いでしょうか。（委員了承） 
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 「５.定例会議 運用ルール」、定例日は原則として６月１日・９月１

日・１２月１日・２月１８日とし、開会日の１週間前に議会運営委員会を

開催する。ただし、議会運営委員会の開催日が市の休日に当たるときは、

その日後においてその日に最も近い市の休日でない日を開催日とし、議会

運営委員会の開会前に議案書の配布を行う。こちらは、変更ありません。 

 「６.出席者への配慮」、理事者の出席要求は、原則として以下のとお

り行う。定例会議は、四役（市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者）

＋経営企画部長＋総務部長＋議案提出所管部長＋一般質問答弁予定者と

する。ただし、市長の提案理由の説明までは、理事者全員の出席を認める。

臨時会議は、市長、副市長＋経営企画部長＋総務部長＋議案提出所管部長

とする。こちらは、執行部からの要望で、市長の提案理由の説明までは、

理事者全員の出席を認めてほしいとのことでしたので、こちらを追加しま

したが、いかがでしょうか。 

長岡委員  四日市市、鳥羽市、刈谷市、埼玉県議会、墨田区議会では、理事者は全

員出席だったと思うので、新たにこの間、決めてしまったという話もあっ

たと思うが、ここは質問権の制限にもなるので、全員出席がいいと考える。 

谷口委員  このことについては、今までかなり議論をした中で、四役でいいという

ところを決めているので、正副委員長の今回の提案、ただし市長の提案の

理由の説明は全員というところで、執行部からの要望を踏まえた上で決め

ているので、この提案でいいと思う。 

斉藤委員  確認だが、市長の提案理由の説明までは理事者全員の出席を認めるって
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いうのは、求めるではなく認めるというのは出なくてもいいという意味も

含まれているのか。 

大石委員長  これは、６月に総務部長が議会運営委員会に来て、文書で説明してくれ

たときに、執行部が全員出席したいので認めてくださいと書いてありまし

たので、認めると記載したものです。 

長谷川委員  この項目についてはいいと思うが、プラスマークを句読点に変更をお願

いしたい。 

矢作委員  うちの会派も今まで全員出席も可能ではないかということで意見出し

てきたんですけれども、長岡委員の意見には賛成である。 

粕谷委員  そもそも所沢市議会として、通年会期制を行うにあたって職員の働き方

にもかなり配慮していこうという大きな指針があったと思う。これについ

ても執行部側との調整の上、決めた経緯もあり、一般質問において、いま

所沢市は通告制を取っているので、そうなると通告制って何なのと言うよ

うなそもそも論の話になるかと思うので、これについてはこの文言のとお

りでよろしいと思う。  

川辺委員  まず、このことはもう既に決まっていることであるという認識があった

のと、これは基本条例にも関わるのではないかという部分もあるので、こ

の正副委員長案でいいと、うちの会派として考える。 

大石委員長  それでは、ここは合意形成を得られませんので、以前に議運で確認され

たとおりにしたいと思います。ただし、プラスマークのところを句読点に

変えて、ただし、市長の提案理由の説明までは、理事者全員の出席を認め
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る、の追加記載をすることはいかがでしょうか。（委員了承） 

 次に、「７.市長の専決処分事項の指定について」、地方自治法第１８

０条第１項の規定により以下のとおり指定する。 

１ 法律上市の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が１００万円

以下の額を定めること。～（略）２ 災害又は突発的な事故により、緊急

に必要な最低限度の経費に係る予算を補正すること。３ 会計年度末にお

ける地方税法等の改正に伴う条例改正を行うこと。ただし、市の裁量の余

地がなく、かつ、直ちに施行しなければならないものに限る。4 解散、

欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算を補正すること。 

 この「４」については、先日、執行部から議長に申し入れがありました

ので、こちらに追加させていただきました。よろしいでしょうか 

（委員了承） 

 「８.一事不再議」、これまでどおり、議会で議決された事件について

は、同一の定例会議又は臨時会議中は再び提出することができない、と、 

「９.発言の取消・訂正」、これまでどおり、同一の定例会議又は臨時会

議中に限る。こちらは変更ありません。 

 「１０.一般質問の運用」ですが、共産党から「～こととし、質問の要

旨が確定した後は追加や変更を行わない。」の部分は削除してもいいので

はないかとの意見がありましたので、一般質問の通告締切は、「議案調査

日初日の正午まで」とする。執行部とのヒアリングは、一般質問調査日期

間中に終了する。同一の会議中は、議案、請願・陳情に関する質問につい
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ては、重複しないよう配慮する。というように変更したいと思いますが、

よろしいでしょうか。（委員了承） 

 次に、「１１.所管事務調査の運用」ですが、１行目の「事実上、閉会

中の期間がなくなることから」と、「事実上、閉会中の期間がなくなり」

は共産党から削除していいのではとの意見がありましたので、こちらは、

会期が１年となり、所管事務調査のための委員会を開くことができる。 

これまでどおり、委員長から議長に申し出を行った上で、執行部に出席要

求を行う。 

必要に応じて所管事務調査を行うことができることから、これまで委員

長から議長に申出をしていた、特定事件に係る閉会中の継続審査の申出は

必要がなくなる、としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（委員了承） 

 次に、「１２.請願・陳情の取り扱いの整理」ですが、 

 これまでどおり、請願書等は、定例日の５日前までに提出されたものを、

その定例会議で審議する。定例日の４日前以降に提出されたもの及び定例

会議中に提出されたものは、最終日に委員会付託する。 

 こちらは紹介議員のついた陳情書も含むため、「請願書」の後に「等」

を入れました。それ以外の変更はありませんが、よろしいでしょうか。 

（委員了承） 

 「１３.会議録の作成」、定例会議、臨時会議ごとに作成するものとす

る。定例会議と臨時会議の区別はせずに暦年で１月１日から第１回とす
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る。議案についても、定例会議と臨時会議の区別はせず、これまでどおり

暦年で１月１日から付番する。こちらは変更ありません。 

 「１４.会議の呼称等の整理」、「定例・臨時」の区別不要であること

から以下のとおりとする。 

「令和○年第○回（○月）定例（臨時）会議」とする。 

 こちらも変更はありませんが、よろしいでしょうか。（委員了承） 

 「１５.継続審査」、議案や請願の付託を受けた委員会が定例会議中に

当該案件を継続審査とする旨を決めた場合は、２月定例会議のみ、委員長

から議長へ継続審査の申出が必要となる。なお、その他の定例会議におい

ては、継続を諮ることなく、中間報告のみ行う。 

 こちらも変更はありませんが、よろしいでしょうか。（委員了承） 

 最後に、「１６.決算審査の時期」ですが、９月定例会議の散会日から

原則１日の間を取って、決算に係る議案審査を行うこととする。 

 こちらは、共産党と立憲民主党・れいわ新選組からもう少し日数を取っ

た方がよいのではないかということでご意見をいただいています。これま

でに決まっているのが、決算審査の日程について、９月定例会議の直後に

集中的に審査することということだけは決まっておりますが、参考資料と

して配信しております令和７年度会期予定（素案）、令和８年度会期予定

（素案）をご覧ください。 

 令和７年度の９月定例会議後の決算の日程を見てもらいますと、９月２

２日（月）に散会して、２３日（火）は祝日、２４日（水）を１日空けて
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２５日（木）から開会する予定になっています。 

 また、令和８年度は、９月２４日（木）に散会して、２５日（金）１日

空けて、２６、２７日は土・日曜日となり、２８日（月）から開会予定と

なっております。 

 それでは「原則 1日の間をとって」につきまして、ご意見お願いします。 

谷口委員  今回の９月定例会のときも 1日の間をとって決算審査でしたが、うちの

会派の決算担当だった委員からも、1 ヶ月前に書類は配られるので、大変

かもしれないが、原則 1日でいいと判断しているので、このとおりでいい

と思う。 

矢作委員  うちの会派としては、1 日というのはなかなか厳しいので３日くらいは

欲しいと思う。 

長岡委員  １か月ぐらい前に資料が提出されるということだが、やはり少数会派の

人は、役割分担というのは難しいですし、ちょっと厳しいので３日か４日

ぐらい欲しい。 

粕谷委員  まず、今年の決算審査が中１日で特に問題なかったと思っている。結構

スムーズに行われていたと思うのと、あと実際、資料はかなり前に来てい

るので、議会が終わってからやるのではなく、決算特別委員会に入ったメ

ンバーはそれなりの準備は十分できる期間はあると思うので、速やかにと

いうことなので、1日空けて十分に対応できるとは思う。 

川辺委員  私は今年、決算委員だったが、今、谷口委員おっしゃったように決算書

は約 1ヶ月以上前に配布されて、私も時間見ながら見て、意見等の準備も
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やって滞りなく今回できたので、中 1日あればいいと考える。 

粕谷委員  先ほど申し述べられなかったが、職員のほうも、あらかじめの日程が決

まっていれば十分対応できるということを聞いている。また、早く終われ

ば次の仕事に取りかかれるという利点もあるということも聞いている。 

長谷川委員  うちの会派の先輩議員の状況を見ていると、1 日間あれば大丈夫である

と思う。 

斉藤委員  うちの会派の意見として、中１日でいいという意見である。  

矢作委員  他の委員からは準備ができたという話もあるが、十分に審議して臨みた

いと思っているので３日はいただきたい。今年、私は大変厳しかった。 

大石委員長  では、この項目を含め、２５日には決めなければいけないため、調整を

図っていきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

 次は、質疑順位の入れ替えについてです。 

現在、議案質疑順位の決定のための議会運営委員会は９時３０分に開催

となりますが、１０時から本会議が開かれるため、会派に持ち帰っていろ

いろ議論していると時間がないので、１０時の本会議開会に影響が出てし

まう可能性があるため、会派に持ち帰らないで事前に決めておいて、変え

る場合は、その場で変えてくださいということをお願いしたいと思います

が、いかがでしょうか。（委員了承） 

  ２ 条例等の改正について 

大石委員長  事前にデスクネッツの「文書管理」の中の「条例改正」のフォルダに資

料を保存しておりますが、地方自治法の改正等に伴い、通年会期制の運用
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開始に合わせて、会議規則や条例等の改正を行いたいと考えています。 

 改正の概要について、事務局から説明をお願いします。 

瀧澤議会事務

局参事 

 今回、一部改正を考えておりますが今日お出しするのが６件の条例等に

ございます。目次に沿って、説明させていただきたいと思います。初めに、

所沢市議会個人情報の保護に関する条例についてです。こちらは令和７年

６月１日施行の刑法等の一部を改正する法律、こちらが改正されますこと

から、禁錮と懲役という言葉が廃止されますので、この条例の中で使用し

ている懲役を拘禁刑という新しくできた文言に改めるものです。こちらに

ついては執行部についても同様の改正を行う予定となっております。 

次に、所沢市議会議員政治倫理条例についてです。こちらも個人情報保

護に関する条例と同様に、条例中に使用しているこちらは禁錮という文言

を使用しておりますので、こちらを拘禁刑に改めるものです。 

続きまして、所沢市議会会議規則についてです。こちらは議会手続きを

オンライン化するための地方自治法の改正に伴い、会議規則で定める手続

きについても、オンライン化を可能とするための改正を行うものです。 

なお、現状に合わせた字句の整理も行います。 

 続きまして所沢市議会委員会条例です。こちらも会議規則同様に、議会

手続きのオンライン化についての地方自治法の改正に伴い、委員会条例で

定める手続きについてもオンライン化を可能とするための改正を行いま

す。なお、オンラインによる委員会の改正についても、部分的に改正をし、

現状に合わせた字句の整理を行います。 
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 続きまして、所沢市議会政務活動費の交付に係る条例についてです。こ

ちらは地方自治法の改正によりオンライン化が可能となる諸手続きのう

ち、毎年４月に提出していただいております政務活動費の収支報告書を、

オンラインでも提出できるように改正をするものです。 

 続きまして、市長の専決処分事項の指定についてです。市に裁量の余地

がほとんどない解散、欠員等の事由に基づく選挙費の予算の補正につい

て、地方自治法第１８０条第１項に基づく専決処分に加えるものです。 

 これら６件いずれも令和７年３月の定例会で改正ができたらと考えて

おります。 

長岡委員  今回、所沢市議会会議規則の新旧対照表で、承認を許可に変えている文

言がたくさんあったが、法律の方にお話を聞いたところ、承認は行政が肯

定的な意思表示を与えて認めることで、許可は法律上禁止されていること

を行政が特定の場合に許しできるようにすることと書いてあるので、何か

やっちゃいけないことというようなマイナスなイメージに変わっている

ところがすごく気になったので、これは変える必要があるのか。なければ、

そのままでいいのではないかと思った次第である。  

大島議会事務

局主幹 

 第１８条第１項につきましては、文言として望ましくするため、承認を

許可に改正するものです。許可は、本来自由である行為を一定の目的から

法令によって一般的に禁止した上で、これを特定の場合に解除し、行うこ

とができるようにするものであるということで、今回改正ということで標

準会議規則が出てきていますので、それに倣って皆さんにお示ししている
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ところです。 

大石委員長  こちらの条例改正については、今日決めるわけではなく、３月定例会で

上程する予定ですので、こちらは各会派にお持ち帰りいただき、何かご意

見がございましたら、１１月２９日（金）正午までに事務局にデータを送

付いただきますようお願いいたします。 

矢作委員  データを送付するために、ちょっと調べたいので、地方自治法の改正の

年月日はいつか知りたい。 

瀧澤議会事務

局参事 

 令和 6年の 4月 1日です。 

矢作委員  もう 1つ教えていただきたいことがあって、手続きのオンライン化とい

うのがたくさん出てきているのと、オンラインによる委員会の開催につい

ても部分的に改正するということがあって、その辺を分かりやすくご説明

いただければと思うのだが。 

瀧澤議会事務

局参事 

 実際には、運営上、これまでも議員さんに対してデスクネッツで議事日

程等を配信させていただいておりますが、それを会議規則上で改正して、

ちゃんとした定義で位置づけるというものです。 

 オンライン会議に関しては、コロナ禍のときにオンラインで委員会がで

きるということを決めていると思いますが、そちらの参考人などは、オン

ライン会議の開催がされていないと、参考人はオンラインでは参加できな

かったんですが、通常の委員会において、参考人だけをオンラインで参加

できるようにする改正になります。 
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  ３ ＩＣＴ化推進について 

大石委員長  先日１１月１４日（木）にＩＣＴ作業部会が開催されましたので、亀山

部会長より報告をしていただきます。 

亀山副委員長  １１月１４日のＩＣＴ作業部会の報告をさせていただきます。 

初めに、１１月１４日ＩＣＴ作業部会の開催前に、キッセイコムテック

株式会社のスマートディスカッションの２回目の説明会を実施いたしま

した。議会運営委員会の委員の皆様も参加していただき、本当に今まで一

番多い参加者となりました。内容的には費用や操作性を中心に、特徴的な

ところを説明をいただきました。次に、ＩＣＴ作業部会では、長谷川リー

ダーに次年度以降の費用を追記した３社の比較表の説明をしていただき

ました。前回、議運の中で質問がありましたので、きちっと調べていただ

いて表に追記をさせていただきました。その後、作業部会のメンバーから

実際に操作して感想を述べていただきました。その結果、操作性の良さと

費用面から見てもスマートディスカッションが良いのではないかという

結論にＩＣＴ部会の中で確認されました。 

次に、会議中における情報通信機器の使用基準については、議員のパー

ソナルコンピューター、いわゆるノートパソコンやスマートフォンの持ち

込みなどについて、会派の意見の報告をいただきました。そしてスマホの

利用は、市民に誤解を与える可能性があるため今回はノートパソコンの持

ち込みのみというＩＣＴ部会の中では結論になりました。従って会議中に

おける情報通信機器の使用基準は、３.使用することができる情報通信機
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器、（１）所沢市議会議員においては、タブレット端末及びパーソナルコ

ンピューターとする。と、修正することになりました。 

また、傍聴者への対応については、今までどおり、行政側で用意してい

た資料１０部を傍聴者に貸与するということを確認しました。 

なお、タブレット端末については、ペーパーレス会議システムを導入し、

２画面で見る際、画面が大きいと操作しやすい、見やすいということでし

たが、パーソナルコンピューターが議場や委員会等に持ち込めるというこ

との合意が取れたので、ここについての課題が解消できたものと考えてお

ります。そのため、タブレット端末については、今まで通りの取り扱いで

よいとの結論になりました。 

 最後に、会議中における情報通信機器の使用基準・改正案において、パ

ーソナルコンピューターの追加と、傍聴者への対応の件、そして最後の施

行年月日について、日にちをどうするかということを協議していただけた

らと思います。 

大石委員長  以上、ＩＣＴ作業部会については報告のとおりでよろしいでしょうか。 

（委員了承） 

また、この使用基準の施行年月日は、本日１１月２１日ということでよ

ろしいですか。（委員了承） 

  ４ その他 

大石委員長  来週２５日（月）開催の議会運営委員会で、議案第８６号及び認定第１

号～第１０号について、討論の有無と採決方法の確認をしますので、よろ
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しくお願いいたします。 

 少数会派（立憲リベラルの会）につきましては、２５日（月）午前１０

時までに通告等をお願いします。 

 なお、それぞれの会議録と審査結果一覧表を、本日中にデスクネッツの

「文書管理」の中の「委員会会議録」のフォルダに入れますのでよろしく

お願いいたします。 

 次回の議会運営委員会つきましては、１１ 月２５日（月）午後１時３

０分から開催予定となっていますので、よろしくお願いいたします。 

  

 散  会（午後３時２分） 

  

 


